
（令和７年４月２４日開催第２５回常議員会了承）

月日（曜日） 時　間 区　　　　　分 摘　要　（議員選挙及び選任に関する規約）

９月１日（月） 議員選挙に係る年度会費納期限

９月１日（月） 選挙人名簿の作成 第5条：選挙年の９月1日現在で選挙人名簿を作成

※選挙権及び被選挙権者記載

９月１１日（木） 9:00 選挙人名簿の閲覧及び修正

～ ～ （期間内の土・日を除く）

９月１６日（火） 16:00

９月１９日（金） １３：３０～ 2号議員割当数の決定と告示

常議員会

〃 〃 3号議員の選任と告示

９月２２日（月） 2号議員の選任と告示

～

１０月１０日（金）

９月２２日（月） 1号議員選挙告示

９月２２日（月） 9:00 1号議員立候補受付と告示

～ ～16：00

１０月１５日（水） 1号議員立候補受付の締切

１０月１８日（金） 16:00 1号議員立候補辞退の締切

※１号議員候補者数が議員定数
を超えないときは無投票当選の
通知及び告示

規約第１７条：１号議員の候補者が定数を超えないときは
投票を行わず候補者をもって当選人とすることができる

１０月２０日（月） 9:00 会頭立候補受付期間 ○会頭の選挙による選任に関する規約

～ ～１６：００

１０月２１日（火）

１０月２１日（火） １号議員選挙立会人の選出

１０月２７日（月） 9:00 1号議員選挙日

～16：00

※即日開票 １号議員当選通知と告示

１１月４日（火） 16:00 組織会（臨時議員総会）

　○会頭の選任
　○副会頭の選任同意
　○専務理事の選任同意
　○常議員・監事の選任

規約第20条：1号議員立候補した者で辞退しようとするもの
は選挙告示に定める日までに所定の用紙によって届出

　規約第９条：会頭に立候補しようとする者は選挙長が定
める日までに所定の用紙によって選挙長に届出

規約第23条：選挙長は選挙人名簿に登録された会員で議
員の候補者でないものから選挙立会人若干人を選出

規約第4条：議員の任期が満了する日の前1ヶ月以内の期
間に行う

規約第15条：当選人が確定したときは当該当選人に直ち
にその旨を通知し、同時に当選人を告示

規約第28条：部会長は部会を召集し所定の期間内に割り
当てられた数の２号議員を選任

規約第29条：各部会長は2号議員が確定したときに直ちに
その旨を選挙長に通知

規約第4条：選挙日、投票時間、投票場、立候補届出の締
切日、立候補辞退の締切日及びその他必要事項を告示

規約第19条：1号議員に立候補しようとする者は、選挙告
示に定める日までに所定の用紙によって届出

最終日は正午
で受付終了

令和７年弘前商工会議所議員改選スケジュール

第7条：選挙人名簿作成期日の最終の日までに当該年度
の会費を納めた会員が選挙権及び被選挙権を有する

第6条：選挙人名簿は１０日以内の日を定め閲覧に供す
る。記載事項の脱漏・誤認の訂正の申出があったときは直
ちに名簿を修正し告示

選挙人名簿の閲覧終了、選挙
人名簿の確定

規約第2７条：各部会への割当数は各所属部会員の数及
びその部会員が有する選挙権の数を勘案して決定

規約第3４条：会頭は当所の運営維持に功績がある会員及
び学識経験がある会員等の中から常議員会の意見を聴い
て選任


